【説明資料】（2008年6月16日）

■障害者差別禁止法市民案（仮称）の概要

1． 経過

まず、「障害者差別禁止法市民案」（仮称）を作成するにあたって、これまでの経過を概略的に紹介します。

◆政策研「障害者差別禁止法」作業チームの設置

1995年から始まった「障害者政策研究全国実行委員会」（以下、「政策研」と略）では、2001年8月に行った拡大学習会において、日本においても障害者差別禁止法の制定を本格的に目指していくことが確認され、「障害者差別禁止法」作業チーム（以下、「政策研作業チーム」と略）を設置することになりました。
◆政策研作業チームの取組み～要綱案の発表～　　　
作業チームは試行錯誤を重ねる中、2002年に「第1次要綱案」及び「補足説明」を作成し、その内容は、現代書館発行の「当事者がつくる障害者差別禁止法～保護から権利へ」に収録されました。「要綱案」を発表してからは、「要綱案」に基づいて関心を持つ団体や個人、さらには法制定の可能性について参議院法制局などとの意見交換を行ってきました。こうした継続的な検討を行いながら2004年には「要綱案」（第三次案）を発表することになりました。

◆「障害者差別禁止法市民案」（仮称）の作成に向けて
　関連する動きとしては、市民団体の政策立案をサポートする活動を行っている市民政調（市民がつくる政策調査会、バリアフリー法案の作成等を障害者団体と共同で行ってきた）において、2006年8月、「障害者差別禁止法検討プロジェクト」を設置することになりました。同プロジェクトには、弁護士、障害児・者人権ネットワークや政策研作業チームのメンバーもかかわり、一定の検討作業を行ってきました。

2007年10月、国会で「障害者差別禁止法推進議員連盟」の動きが始まったことを契機に、政策研作業チームでは、2009年の障害者基本法の「５年後の見直し」（付則）を視野に入れ、2008年の年内中には障害者差別禁止法の法案化に道筋をつけることを目標に、当事者の視点に立った「障害者差別禁止法市民案」（仮称、以下「障害者市民案」）をできるだけ早く議員連盟に出していくための議論と検討を行ってきました。
この間の「障害者の権利条約」の国連採択（06年12月）、韓国の差別禁止法の制定（07年3月）、国内におけ千葉県条例の制定（06年10月）、「日弁連案」の策定（07年3月）などの新しい動きとその内容を踏まえ、政策研実行委員会（08年2月２日）では、政策研作業チームのこれまでの活動をもとに、市民政調の「差別禁止法プロジェクト」の協力を得て、差別禁止法の検討作業を行うことが報告され承認されました。

政策研作業チームでは、本年2月から、政策研の構成団体や共同行動が望まれる団体の皆さんの意見をできるだけ広く集約し、今通常国会の会期中にできるだけ早期に提出することをめざして「障害者市民案」（仮称）の検討作業を行ってきました。

検討作業では、主に次の点をめぐって議論を積み重ねてきました。

①差別禁止法の基本的枠組みと差別禁止法がカバーすべき対象範囲について

②「合理的配慮」の提供による支援とそれ以外の必要な支援との区分けについて

③権利救済の仕組みについて

その他にも様々な重要な論点がありますが、短期間の内にこれらを整理して仕上げるのは極めて困難な作業と言わざるを得ません。こうした中で、紆余曲折を経ながら検討作業を進めてきました。

　

本「説明資料」は、障害者市民案（素案）の概要的説明を行い、各団体の皆さんから意見を寄せていただく際の参考資料にしていただくために作成したものです。

　あわせてご検討いただければ幸いです。

　

2． 名称（案）　について

障害者市民案の枠組みは、「差別の禁止」による即時的な市民権実現の意味をもつ自由権的アプローチを基本とした上で、差別の定義においては「不利益取扱い（直接・間接差別）」と「合理的配慮を行わないこと」を中心に明示しています。

こうした差別の定義に基づいて、差別禁止を具体的に担保し実効性あるものにしていくために「実施規定」と「権利救済手続」を設けました。このような基本的な枠組みに着目し、障害者市民案の正式名称（案）を次のように提起します。

◆「障害をもつ人の権利保障と差別を禁止する法律（案）」（通称：障害者市民案）


３．「障害をもつ人」について

障害が単にその人の属性としてあるのではなく、その人にかかわる環境要因との関係

でもたされ、その環境が阻害要因となってその人をひとりの市民として生きづらくさせている現実があり、こうした現実が集合することによって今の社会がなりたっています。

障害者は、「障害をもつ人」と表現します。時代や社会環境によって、障害はもたされるものであって、その人に「ある（存在する）」ものとはしない表現とします。

４．「第1編　総則」について

「総則」では、下記の項目を取り上げています。
１．目的　　２．定義（１）障害　（２）障害に基づく差別　（３）積極的差別是正措置　（４）合理的配慮　（５）言語　（６）コミュニケーション手段　（７）利用施設　

（８）移動施設等　（９）施設利用　（10）教育機関　（11）労働　

（12）労働条件調整事項　（13）司法機関　（14）司法関係者
３．差別の禁止　　４．国及び自治体の責務　　
ここでは、「第1編　総則」の案文を作成する上で参考にした障害者の権利条約や法律（案も含めて）の該当部分を紹介しながら、そのポイントを示します。

第１章　目的　

①目的として、差別禁止の具体的内容を明らかにするとともに、差別を受けた人への救済、自立と完全参加の確立と権利保障を明記しました。
	■日弁連案
１ 目的
この法律は、障がいを理由とする差別の具体的内容を定めるとともに、国、地方公共団体、個人及び事業者が障がいを理由とする差別を行うことを禁止し、差別を受けた者が適正かつ迅速な救済を受けるための措置と相まって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野における障がいのある人の自立、完全参加と平等、そして権利の確立を図ることを目的とする。
■障害者基本法
（目的）第１条　この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。


第２章　定義
１．障害
1 差別禁止法である以上、より社会モデルに沿った表現にして、救済の対象が限定されないようにしました。
2 「個人の疾病～事故」のうち「事故」としたのは、偶発的なものから故意によるものまで広く含める意図からです。
3 「継続的又は断続的に」生活上の制限と書き、精神に障害をもつ人や難病をもつ人のように、状態は一定ではなくても、断続的に制限をもつ人を含めるような定義としました（一時的という表現でなく、骨折のような完治しうる人等まで含めないこととしている）。
	■日弁連案
２ 障がいの定義 

(1) 「障がい」とは、心身の状態が、疾病、変調、傷害その他の事情に伴い、その時々の社会的環境において求められる能力又は機能に達しないことにより、個人が日常生活又は社会生活において制限を受ける状態をいうものとする。 

(2) 過去にかかる状態にあったこと、及び将来かかる状態になる蓋然性があることも、(1)の障がいに含めるものとする。


２．障害に基づく差別
①差別の3類型の採用
「障害に基づく差別」として、障害者の権利条約（以下、権利条約）や「障害をもつアメリカ人方」（以下、ADA）など、障害者に対する差別禁止法制において一般化しつつある差別の3類型である「直接差別」「間接差別」「合理的配慮の欠如」を採用しました。本案では、韓国差別禁止法の書き振りをベースとしました。参考までに、「日弁連案」は権利条約の規定をかなり入れ込んでいます。ちなみに日本政府は、国連特別委員会の議論において権利条約第2条の障害に基づく差別の解釈に関連して、「あらゆる形態の差別」に間接差別が含まれるという解釈を述べています。
②間接差別について
日本においても間接差別は男女雇用機会均等法で、すでに差別類型の一つとして受け入れられています。本案では、すでに施行されている韓国差別禁止法第4条（差別行為）①の２、イギリスの性差別禁止法などを参考にしました。正当化事由に当たる但し書きの部分は、立証責任の配分の問題として別項に規定しました。
	■ＥＵ：2002 年男女平等待遇指令改正指令（2002/73/EC） 　第2 条2 項（間接差別）

「外見上は中立的な規定、基準、または取扱いが、ある性に属する者に対して他の性に属する者と比較して、特定の不利益を受えるだろう場合。但、当該規定、基準、あるいは取扱いが、適法な目的により客観的に正当化され、かつその目的の達成手段として適切かつ必要な場合を除く。」
なお、2006 年男女の機会および均等待遇原則統合指令(2006/54/EC )第2 条１項(b)も同文。

■イギリス性差別禁止法（DDA 2005年改正後）　第1 条(2)

(b) 規定、基準、または取扱いを、男性に適用するのと同様に女性に適用、または適用するであろう場合に、
(ⅰ) それが男性たちと比較して女性たちが特定の不利益を与え、あるいは特定の不利益を与えるだろう場合であって、
(ⅱ) それが当該女性に不利を与える場合であって、かつ、
(ⅲ) それが適法な目的を達成するための相当な方法であることを立証できない場合
■障害者権利条約　第2条「定義」（川島・長瀬仮訳（10月29日版）　以下、同じ）
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。

■　韓国差別禁止法　　第4条（差別行為）
①この法で禁止する差別とは、次の各号の一つに該当する場合をいう。
１．障害者を、障害を事由に正当な事由なしに制限・排除・分離・拒否等により不利に遇する場合
２．障害者に対し、形式的には制限・排除・分離・拒否等により不利に遇してはいないが、正当な事由なしに障害を考慮しない基準を適用することにより、障害者に不利な結果を招く場合
３．正当な事由なしに、障害者に対し、正当な便宜供与を拒否する場合。
４．正当な事由なしに、障害者に対する制限・排除・分離・拒否等、不利な待遇を表示・助長する広告を直接行い、或いは、そうした広告を許容･助長する場合。この場合広告は、通常、不利な待遇を助長する広告効果があるものと認められる行為を含む。
５．障害者を手助けするための目的で障害者を代理・同行する者（障害児童の保護者又は後見人それ以外に障害者を手助けする者であることが通常認められるものを含む。以下、この号及び関連条項で“障害者関連者”という）に対し、第１号ないし第４号の行為をする場合。この場合、障害者関連者の障害者に対する行為又はこの法で禁止する差別行為の有無の判断対象となる。

６．補助犬又は障害者補助器具等の正当な使用を妨害し、又は補助犬及び障害者補助器具等を対象に第４項の規定により禁止された行為をする場合。
②第１項第３号の“正当な便宜”とは、障害者が障害のない人と同等に、同じ活動に参画することができるようにするため、障害者の性別、障害の種別及び程度、特性等を考慮した便宜施設・設備・道具・サービス等、人的・物的諸般の手段と措置をいう。
③第１項の規定にもかかわらず、次の各号の一つに該当する正当な事由がある場合には、これを差別と看做さない。
１．第１項の規定により禁止された差別行為を行わないことにおいて、過度な負担や著しく困難な事情等がある場合。
２．第１項の規定により禁止された差別行為が特定の職務や事業遂行の性質上、避けられない場合。この場合、特定職務や事業遂行の性質は、教育等のサービスにも適用されるものと看做す。
④障害者の実質的な平等権を実現し、障害者に対する差別を是正するために、この法又は他の法令等で扱っている積極的措置は、この法による差別とは看做さない。
■日弁連案　第1章　総則　３ 差別の禁止 

(1) 何人も、障がいを理由として、いかなる差別もしてはならない。 

(2) この法律においては、障がいに基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、障がいのある人の権利や利益を侵害する目的又は効果を有するものは、障がいを理由とする不利益な取扱いとして、差別にあたるものと解釈されなければならない。 

(3) この法律においては､障がいのある人が障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要かつ合理的な措置（以下｢合理的配慮｣という。）を怠ることもまた、差別にあたるものと解釈されなければならない。


３．合理的配慮
1 条約のreasonable accommodationの概念と韓国法の「正当な便宜」概念を基本的に採用しました。実質的な機会の均等（平等）を保障する中心的な規定となると考えます。

2 「合理的配慮」という名称については、さまざまな議論がありますが、「千葉県条例」や条約で使用されていることもあり採用しました。ちなみにDDAは「合理的調整」（reasonable adjustment）、韓国差別禁止法は「正当な便宜」とされています。

②　適用除外の部分（「不釣合いな又は過重な負担を課さないもの」）は、立証責任の配分の問題から別条項で定めています。
	■障害者権利条約　第2条「定義」（川島・長瀬仮訳（10月29日版））

「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。


４．積極的差別是正措置
①差別を積極的に是正するための特定の措置であり、障害をもつ人を別異に扱うことにもなるので、差別ではないことを規定する必要があるため、定義規定に置いています。「差別とみなさないこと」については、総則第3章で別途規定しました。

	■韓国障害者差別禁止法　第4条④

障害者の実質的な平等権を実現し、障害者に対する差別を是正するために、この法又は他の法令等で扱っている積極的措置は、この法による差別とは看做さない。
■障害者権利条約　第5条－４「平等非差別」（川島・長瀬仮訳）

障害のある人の事実上の平等を促進し又は達成するために必要な特定の措置は、この条約に定める差別と解してはならない


５．言語　
①条約条文を採用しました。手話を含む被音声言語を言語として認めることになるので、手話等の使用を禁止したりすることが許されないのは、この規定からも直接導かれることになります。
	■条約第２条（定義）「音声言語、手話及び他の形態の非音声言語を含む」


６．コミュニケーション手段
①コミュニケーションという言葉は複数使われるので、条約の規定を参考にして、ここでまとめてコミュニケーションを保障する手段について定義した。
	■条約第２条（定義）
＜政府仮訳＞
「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利用可能な情報通信技術を含む。）をいう。
＜川島・長瀬訳＞
「コミュニケーション〔伝達・通信〕」とは、筆記〔文字言語〕、音声装置、平易な言葉、口頭朗読その他の拡大代替コミュニケーションの形態、手段及び様式（アクセシブルな情報通信機器を含む。）とともに、言語、文字表示、点字、触覚伝達、拡大文字及びアクセシブルなマルチメディア等をいう。
■日弁連
６ 情報伝達方法の保障
障がいのある人は、あらゆる生活の場において、手話若しくは点字、手話通訳者、要約筆記、指文字、触手話、指点字、手書き文字その他の方法による通訳、拡大文字、音声サービス、文字情報サービス、写真・図画、ひらがな及び平易な表現による表記その他の自ら選択する適切な情報伝達方法（以下「適切な情報伝達方法」という。）を用いて生活を営む権利を有するものとする。


７．その他の用語の定義
７の「利用施設」から14の「司法関係者」までの定義規定は、詳細な事項を条文本文で使うことの煩雑さを避けるために、定義規定に盛り込みました。
第３章　差別の禁止　
①３．差別に関する推定等
過去の経歴、将来発生しうる障害については、ＡＤＡのように障害の定義に入れるのではなく、韓国法のように、差別の定義にいれることにしました。
②複合差別規定は韓国法　第５条（差別判断）の①を参考。
「差別の原因が２種類以上であり、その主たる原因が障害であると認められる場合、この行為はこの法による差別とみなす。」
3 適用除外等
· 合理的配慮の場合おいては、相手方との利益考量の観点から「不釣合いな又は過重な負担を課さないもの」については差別に当たらないとしました（条約の書き振りと同様）。
· 間接差別における適用除外については、EU男女平等待遇指令（2002年改正）やイギリス性差別禁止法を参考にしました。
· 積極的差別是正措置を「差別とみなさないこと」については、条約や韓国法を参考にしました。

（次ページ最初の囲みを参照）

	■ＥＵ：2002 年男女平等待遇指令改正指令（2002/73/EC） 　第2 条2 項（間接差別）

「外見上は中立的な規定、基準、または取扱いが、ある性に属する者に対して他の性に属する者と比較して、特定の不利益を受えるだろう場合。但、当該規定、基準、あるいは取扱いが、適法な目的により客観的に正当化され、かつその目的の達成手段として適切かつ必要な場合を除く。」
なお、2006 年男女の機会および均等待遇原則統合指令(2006/54/EC )第2 条１項(b)も同文。

■イギリス性差別禁止法（2005 年改正後）　第1 条(2)

(b) 規定、基準、または取扱いを、男性に適用するのと同様に女性に適用、または適用するであろう場合に、
(ⅰ) それが男性たちと比較して女性たちが特定の不利益を与え、あるいは特定の不利益を与えるだろう場合であって、
(ⅱ) それが当該女性に不利を与える場合であって、かつ、
(ⅲ) それが適法な目的を達成するための相当な方法であることを立証できない場合


第4章　国及び自治体の責務
①　「国の責務」と「自治体の責務」は統合。
②　内容は政策研第３次案や韓国法を参考
③　国の責務に関しては自治体との、自治体の責務に関しては国との関係について表記の仕方を検討する。
	■日弁連
８ 施策の策定、実施

(1) 国は、障がいのある人の自立及び完全参加と平等の実現並びに障がいのある人の権利の確立を図るための施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。

(2) 地方公共団体は、障がいのある人の自立及び完全参加と平等の実現並びに障がいのある人の権利の確立に関し、国の施策に準じた施策及びその他の地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。

■韓国法
第８条（国家及び地方自治体の義務）
①国家及び地方自治体は、障害者及び障害者関連者に対するすべての差別を防止し、差別を受けた障害者等の権利を救済する責任があり、障害者差別を実質的に解消するためにこの法で規定する差別是正について積極的な措置を行わなければならない。
②国家及び地方自治体は、障害者等に正当な便宜が供与されるように必要な技術的・行政的・財政的支援をしなければならない。
■[人権フォーラム21作成]人権侵害救済法案　第一　総則の五　地方公共団体の責務
「地方公共団体は、国及び関係行政機関との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、人権擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有するものとする」
■政策研第３次案
６　国および地方公共団体、事業者の義務
（1）国および地方公共団体、事業者は、障害をもつ人へのあらゆる差別を撤廃し、市民への理解を促す包括的方策を、適切な手段によりすみやかに実行しなければならない。
（2）国および地方公共団体は、国および地方公共団体が、この法律公布後に策定する法令・例規等は、障害をもつ人に保障された差別を受けない権利の実現に資するものでなければならず、障害を理由として行動制限を設けたり、資格等の取得に制限を設けたり、利用や参加を制限したり、等の効果をもつものを制定してはならない。また現に効力を有する法令・例規は、早急に改正または廃止あるいは無効とするために必要な、実効的措置をとらなければならない。
（3）国および地方公共団体は、障害をもつ人に対するあらゆる差別の発生を予防し、撤廃する観点から政策・施策一般を見直し、必要な改定措置をとらなければならない。また、この法律公布後に策定される政策・施策は、障害をもつ人に保障された差別を受けない権利の実現に資するものでなければならない。
（4）　国および地方公共団体は、事業の認可等に際し、障害をもつ人への配慮をその許認可等の条件としなければならない。
（5）事業者は、障害をもつ人個人、障害をもつ人の集団または公益団体に対する差別的行為または慣行に対して、従事または関与してはならない。


５．「第２編　各則（差別の禁止）」について

「差別の禁止」では、次の１２の基本的項目を取り上げました。

1． 地域生活　２．利用及び移動に関するアクセス　３．意思疎通・情報伝達

４．サービス　５．不動産　６．教育　７．労働　８．医療・リハビリテーション

９．性　10．行政手続と行政サービス　11．政治参加　12．司法手続

各項目ごとに権利の内容を要約して提起し、「障害に基づく差別」においては、合理的配慮義務について、できるたけ対象事項と相手方を具体的に挙げながら違反行為は差別にあたることを明記しました。また、項目ごとに直接差別、間接差別が解釈できるようにしました。特にポイントになるのは、新しい概念と定義である「合理的配慮」とそれ以外の条件整備及び環境整備を含む「必要な支援策」との書き分けをどのようにするかという点です。

つまり、特定の場合において、合理的配慮を提供する側と障害をもつ人との間で、合理的配慮の提供を行ったかどうかを一定の調査に基づいて差別の有無の判断を即時的（短期間）に行う場合と、不特定の障害をもつ人を想定して整備基準や円滑化基準などをベースに必要な支援を行い一定の費用と時間をかけて条件整備をしていく社会権的アプローチとは、おのずと違いがあります。後者（社会権的アプローチ）の場合は、合理的配慮ではない「必要な支援策」として、「国及び自治体の責務」に位置づけて整理をしています。

第1章　地域生活

介護保険法や生活保護法等では「居宅」という表記となっているがあえて生まれてから死ぬまでの、ライフステージ全般の地域での自立生活を意図して「地域生活」としました。
障害をもつ人の施策は、排除と隔離、保護といった観点で長くつくられてきました。
ノーマライゼーション理念が掲げられた現在においても、多くの障害をもつ人がいまだに、施設や病院での生活を余儀なくされています。同時代に生きる同世代の人々と同様な、あたりまえの生活を送るためには、地域での生活が不可欠であり、まず差別禁止の各則の一番目に「地域生活」の章が必要と考えています。地域における自立した生活には、それぞれに必要な支援サービスが不可欠であり、それぞれの選択ができなければならないことを強調しました。また、国や自治体は、施策の大転換と、具体的な仕組みづくりを進める必要があることも言及しました。
第２章　利用及び移動に関するアクセス
わが国ではバリアフリー新法に代表されるように、ハード整備の枠組みはすでに構築されています。しかしせっかく整備されたところでも、維持管理が適切でないために使えなくなってしまう場合が多くあるため、維持管理についての言及を行いました。
案文を作成する中で、現状の公共交通を利用できない人たちへのドアtoドアの交通をどう扱うかが議論になりました。それは、差別禁止とは他の人に比べて不平等な扱いを是正することであり、現状のシステムにないものを新たに作れとまでいえるのかどうかということについてです。しかしながら、既にそのニーズの存在は明らかであり、国としても何らかの対策を考え始めている上、移動の権利を保障するという観点は重要な事項であり、そもそも個別対応の考え方が公共交通の枠組みに入っていないことが問題なのではないかというところに議論が至り、それへの言及を行いました。
第3章 意思疎通・情報伝達
コミュニケーションに用いる手段は人ごとに非常に多様で、それ用の媒体、機器、人的支援が欠かせません。また、その手段以外ではコミュニケーションがなり立たない人も多いという点で、個別対応をどう盛り込むかが問題となりました。
ここでは利用者のニーズを尊重するという考え方から、利用者自身が選択する手段をベースにすることを求めており、その提供を正当な理由なく拒否したり制限したり、または条件を課すことは差別だとしました。
また、免許を受けた放送事業者は国及び自治体に準じた責任を負うものと規定し、公共放送を担う立場にある機関の社会的責任についても言及しました。
第４章　サービス
一般的に「○○のサービスを利用する」という場合、その範囲は生活全般におよぶことになります。ここでいう「サービス」は、本編の各則で取り上げている地域生活における住宅問題や移動、建物、情報等の各領域のサービス利用ではカバーできない、様々な個別の消費活動における「サービス利用」の場面（商品・施設・便益・販売・接客等のサービスやプログラムの利用）を対象範囲にしています。
日本では、高度成長期に商品価格を下げるための画一的な効率性第一の大量生産と大量消費の構造が多くの場面でつくられてきました。そのために、障害をもつ人の個別的で多様なニーズへの対応は無視されつづけてきた実態があります。ファミリーレストランで食事をしようとしても、テーブルに点字のメニューがなくて、視覚障害の人には利用できない。映画館に行っても、車いす利用者の場合、大好きな俳優のポスターが貼っているところは通れずに、別の通路で案内される。または、販売業者の説明不足によって、知的障害をもつ人が不当に高額な商品を購入させられる。各種イベントや商品の問い合わせの際に、ＦＡＸやメールなどの案内がないために、聴覚に障害をもつ人は必要な問い合わせができないなど、障害を理由に日常生活や様々な社会的活動への参加に必要なサービス利用を制限し拒否している現状は、決して少なくありません。
サービス提供者は、障害をもつ人がサービスを利用することができるように適切なコミュニケーション手段を使用し、あるいはサービスを利用する場所への物理的なアクセスが不可能な場合には、障害をもつ人との協議（話し合い）を行い、当事者が了解できる必要な変更や調整を行ってサービスを利用することができる合理的配慮を行うことが必要になります。
第５章　不動産
地域で生活をしていく上で第一の関門となる住まいの確保には、多くの困難があります。介助の必要な車いす利用者が不動産店舗を訪ねても、改修が必要であることを理由に最初から相手にされない、知的や精神の障害をもつ人に対しては「トラブルが起きやすい」「自分で部屋を管理できない」という決めつけや偏見によって家主からアパートへの入居をはじめから拒否される等、無知・無理解・偏見によるものが数多くあります。
こうした現状は、「不動産の取得、居住、利用」において、「不動産の売買、交換又は貸借につき、契約締結を拒否若しくは制限し、又は契約締結について不利益な取扱い」となり、明らかに障害に基づく差別になります。
権利条約では、「締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。」（第12条[法律の前における平等の承認]2項）とすべての障害をもつ人の法的能力を認めた上で、「障害のある人がその法的能力の行使に当たり必要とする支援にアクセスすることができるようにする」（同条3項）と定めています。そして「締約国は、この条の規定に従うことを条件として、財産の所有又は相続についての、自己の財務管理について（略）障害のある人の平等な権利を確保するためのすべての適切かつ効果的な措置をとる。」とあり、「障害のある人がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。」（同条５項）と明記しています。

「不動産の取得、居住、利用」において、法的能力を行使するために、障害をもつ人が必要な支援にアクセスできるようにしていくとともに、障害に基づく差別を明確になくしていくことが必要です。
第６章　教育
１．サラマンカ宣言、国連・障害者の権利条約等が規定しているように、障害をもつ子ども、成人の教育についてインクルーシヴな教育が国際的な原則、権利として定着している。障害の有無に関わらず地域社会の諸学校で、とくに学齢期においては普通教育課程で、ともに学ぶインクルーシヴ教育を権利として規定しました。

２．障害をもつ子ども、成人の教育は、他の者との平等を基礎としたインクルーシヴな教育が権利です。そのための合理的配慮、必要な支援をもってしても、障害をもつ子ども、保護者が教育目標に達しないと判断し普通教育課程から離脱する場合について、差別とはみなさない、とする規定を設けました。

３．４の差別の推定、５の国及び自治体の責務において、必要な支援を規定しました。障害をもつ子ども、成人が差別無く教育の権利を行使するためには、合理的配慮とともに必要な支援が行われなければならず、国連・障害者の権利条約も必要な支援を規定しています。ここでは市民的自由権としての差別の禁止を重視し権利実現のための基本的な担保策として合理的配慮義務の規定に止め、必要な支援の内容について具体的な規定は学校教育法等関係法令に委ねることとしました。
第７章　労働　
日弁連案をもとに検討を行った。国連の特別委員会における権利条約の議論では、「保護雇用」という言葉は分離につながる恐れがあり、場合によっては「劣悪処遇」を招くという理由から採用されなかったこともあり、労働の定義においては「代替雇用」（第1編総則－第２章　定義「11．労働」を参照）を採用しました。
権利条約の「労働及び雇用」（第27条）において、「あらゆる形態の雇用に係るすべての事項」に関して障害に基づく差別の禁止、または職場における「合理的配慮の確保」が規定されていることから、「６、事業者の責務」として、①職場において障害に対する無理解や障害をもつ人に対するいじめを含むいやがらせ（ハラスメント）への対策、②障害に基づく苦情救済についての相談窓口の設置を明記しました。
第８章　医療・リハビリテーション
　特定の医療、疾患に限定されることなく、すべての障害に適応できるように留意しました。　
大前提として、障害をもつ人の存在を否定し、尊厳を傷つける医療を差別とします。それは、障害をもつ人の生や死にも関わる問題と考えています。医療の名の下に、障害をもつ人の生を脅かされることが「存在の否定」「尊厳を傷つける」ことの意味と考えています。
医療やリハビリの保障といった観点では、権利条約で明記されている「他の者に提供されるものと同一の範囲、質、及び水準の確保」（第25条［健康］（a）項）を参考にし、障害ゆえに医療水準が落とされることのないようにしました。

サービス法等との整理が必要であることを考えると、差別禁止法では、医療上の情報手
段の保障や望まない医療、リハビリテーションの強制、隔離は差別であることの強調が必要と考えます。そのために、「理解できる情報伝達手段、権利擁護等を保障し、十分なインフォームドコンセントを行った上で」といった項目を入れました。
また、本人の意思確認や実質的な情報保障を確保していくためにも「障害をもつ人の支
援機関」を利用できるようにし、オンブズマン制度やピア相談を積極的に活用できるようにしました。
第９章　性
性別にとらわれない差別の禁止の他に、障害をもつがゆえに、差別されてきた歴史的経過をふまえて、性的関係、こどもをもつこと、生殖機能にまで言及しました。
　障害をもつことを理由に、性を否定されたり、軽んじられたりされるべきではありません。これまでは、教育の場、施設、家庭、地域社会などで、ともすれば性をもたないもの、中性的な扱いを受けることが多くありました。個人にとって自己の性をいかなる性として認識するかの問題は別として、障害をもつことで、性という属性をないがしろにされる社会の扱いは、その個人の人格を否定するものにほかなりません。人を愛したり、こどもを産む権利があることを強調しました。障害をもつことに加えて、性役割を強いられることで、より差別が生まれることにも言及しました。また、性的な虐待もあってはならないこととして言及しました。
第１０章　行政手続と行政サービス　
公共政策の立案や公共サービスの提供などは、これまでその多くを行政機関により担われてきました。近年、その立案への市民参加や、介護サービスをはじめとした民間事業者（ＮＰＯ等も含む）による参入など、その担い手は拡大しています。

このことから、本案においてもその手続きやサービスにおいて障害をもつ人が参加また利用する権利を有すること、何らかの理由でそれを阻害することは差別にあたることを明確にするため、本項を設け示したものです。なお、本案でいう「利用」とは、「参加」も含むものであることを付け加えておきます。
第１１章　政治参加
選挙権、被選挙権は、ここでいうまでもなく憲法の精神に則った選挙人（有権者）固有の権利です。また、請願や直接請求など、国会や自治体議会などへの参加も市民の権利です。

その選挙（各種投票、運動、活動などを行う、など）、非選挙（候補者となる、政党を組織する、など）、議会への参加は障害をもつ人が有する権利であること、何らかの理由でそれを阻害することは差別にあたることを明確にするため、本項をもうけて示したものです。
第１２章　司法手続
差別禁止法が制定されれば、司法及び司法関係諸機関も公共機関の一つとして、その権限行使に当たっては、同法の適用を受けることになります。現状の司法機関並びに司法関係諸機関が人権保障上、極めて重大な機能と役割をもっていることを踏まえると、特別の配慮がなされることが求められます。とくに、刑事司法の分野においては、憲法に規定された適正な手続条項に基づいて、刑事被疑者、被告人に様々な権利が保障されていますが、障害をもつ人に形式上これが保障されたとしても、実質的な配慮がなければ、被疑者、被告人の自らを防御する権利が保障されていることにはなりません。
一般社会生活において、コミュニケーション上の障害をもち自己主張することが困難な人は、刑事手続にさらされた場合、なおさら自らを正当に防御することが困難な状況におかれることになります。
権利条約では、「締約国は、障害のある人がすべての法的手続（調査〔捜査〕段階その他の予備段階のものを含む。）において直接及び間接の参加者（証人を含む。）として効果的な役割を果たすことを容易にするため、手続上の配慮及び年齢に適した配慮を行うこと等により、障害のある人が他の者との平等を基礎として司法に効果的にアクセスすることを確保する。」（第13条[司法へのアクセス]1項）としています。

こうした実態を踏まえ、障害をもたない人と同等に、司法手続に関する諸規定が障害をもつ人に権利として行使されるように、特別の配慮事項を定めることが必要です。
６．「第３編　実施規定」　について

「障害をもつ人の権利委員会及び地域権利委員会」は、国内人権機関（パリ原則：1992年国連人権委員会採択、1993年国連総会採択）の下記の主な三つの原則にそって設置し運営するものとします。

(１)委員会の独立性

(２)差別や人権侵害を受けた時の権利救済の役割

(３)政府や国会に提言を行う役割
また委員構成においては、障害をもつ人の当事者参画（委員の半数以上）と、複合差別をなくす視点から多元性（社会的マイノリティの参加）を保障することとします。

(１)委員会の独立性
「障害をもつ人の権利委員会」については、内閣府設置法（第49条第3項）に基づき、内閣府の外局として設置します。

●外局について
日本政府の行政組織は、内閣のもと1府11省からなり、それぞれの府省には大臣官房及び局（部）が、その下に課または室がもうけられています。外局は、この局と同程度の業務を受け持ちながら、その業務が特殊性・専門性を帯びているために独立した機関として設置されているものです。

○○庁の長は長官、○○委員会の長は委員長であり、長は外局内の職員の任命権を有するなど、府省に対して独立性を有しています。なお、庁や委員会であっても内閣府の外局は内閣府設置法第49条第３項、省の外局は国家行政組織法第3条第3項および同法別表第一に定められたものだけになります。

	（参考：外局の例）
内閣府 （公正取引委員会、国家公安委員会（大臣委員会　 金融庁）、総務省（公害等調整委員会、消防庁）、法務省（公安審査委員会、公安調査庁）、厚生労働省（中央労働委員会、 社会保険庁）
※参考資料：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）


また、権利委員会が行う仕事（所掌事務）として、次のことを挙げています。
・障害に基づく差別の解消に関する指針（ガイドライン）等の策定
・差別による被害の救済及び予防
・差別の実態調査
・差別及び差別助長の防止のための人権啓発と広報について
・障害をもつ人の差別の撤廃と権利に関する国内外の情報の収集及び公開
・本法の実施状況についての監視（モニタリング）
(２)差別や人権侵害を受けたときの権利救済の役割
　　※「第４編　権利救済手続」の第1章の２及び３、または、本「説明資料」の「７．『第４編　権利救済手続』について」を参照

(３)政府や国会に提言を行う役割
権利委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、障害に基づく差別の解消と障害をもつ人の権利の確保に係る法令の制定や改廃に関すること等、この法律の目的を達成するために必要な意見を提出することができ、内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、その意見を十分に尊重しなければならないことになっています。
７．「第４編　権利救済手続」について

「障害に基づく差別」による被害からの救済の仕組みについては、韓国の差別禁止法や国内での「千葉県条例」、または人権擁護法案（国会未提出）の対案として提起されている「人権侵害救済法案」（2003年　人権フォーラム２１）を参考にしています。

「障害をもつ人の権利委員会及び地域権利委員会」の役割分担として、障害をもつ人

が差別行為等による被害を受け、権利委員会に対して権利救済の申出をするときには、差別行為等の事案が、ふたつ以上の地域にまたがるか、または全国的に重大な事案については、「障害をもつ人の権利委員会」[第３編第１章]が申出を受けるものとしています。
権利委員会の救済手続（本編第２章）には、迅速であるとともに柔軟で簡易な、独立性が確保された裁判外紛争解決の仕組みが必要あるという観点から、調査権限と救済の手続き―調停・仲裁・勧告・公表・差別助長行為等の差止め・是正命令・訴訟援助―について取り上げています。
また、相手方の「立証責任の配分」については、韓国法を参考にして、本編第３章に盛り込みました。
●「第３章　障害をもつ人の支援機関」について

障害をもつ人が、その救済を求めて、救済機関による手続きや、直接相手方と交渉する場合、自己の力でやりなさいと言ってもそれは困難です。障害をもたない人の場合であっても、多くの場合は他人の力を借りることが多くあります。
　訴訟などにもちこむ時には、多くの場合、弁護士という専門家をつけることになります。しかし、障害をもつ人の場合、経済的に余裕がないことも多く、また、差別事件の場合、事件が解決したとしてもそれが経済的利益に結びつかないことも多くあります。このような事件について、弁護士としては、事件解決に向けた労力に比して金銭的な報酬の少なさに受任することを躊躇することもあります。また、障害について理解の浅い弁護士も多く、より当事者の立場に寄り添った弁護活動を期待することも、現状としては困難であるといえます。そこで、刑事事件については、国選弁護制度があるように、障害をもつ人に対する差別事件に関しては、国家の費用をもって当事者を支援する機関を設置する必要があります。
　アメリカには、このような機関として、プロテクト・アンド・アドヴォカシーという機関が存在します。このような現実の必要性から生まれた制度です。権利意識の弱い日本では、アメリカ以上にその必要性は高いといえます。「当事者の立場を踏まえた案づくり」というコンセプトから考えると、差別や権利侵害を受けたときに、に救済の申立てを自分だけではできない当事者のサポート機関の必要性を盛り込むことが権利擁護の観点から必要になります。
また、本案では、差別の是正や差止めが必要であると認められる場合には、障害をもつ人の権利擁護を実効性あるものとするために、同支援機関が団体訴権を行使できることを盛り込みました。

８．障害者差別禁止法（障害者市民案）　の基本的枠組み

障害者差別禁止法（以下、「差別禁止法」）を立案していく場合には、まず、基本的な枠組みをどのように考えていくべきなのかということが、入口の重要なテーマになります。

　一般的に人権にかかわる規定を大別すると、国際人権諸条約の枠組みをみても、自由権（市民的及び政治的権利に関する国際規約）と、社会権（経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約）によって構成されています。

両者は法的性格が大きく異なりますので、別異の取り扱いを受けることになり、日本の憲法においても、自由権規定と社会権規定は別個に規定されています。

両者の法的理由が異なる主な理由は、歴史的側面から見ると、近代市民社会の成立が封建国家によって制限されていた市民の基本的自由を市民の手に取り戻すことが封建制から近代市民社会に移行するための闘争そのものであったため、そのプロセスを通じて成立した市民社会は、まず、国家に対する市民の基本的自由権を憲法で確認することが出発点になっていました。

　しかし、国家に対する自由権だけでは、実質的な意味での自由な生活（貧困からの自由と解放等）は実現されなかったため、それを国家の社会経済政策により解決することを通じて現代的な権利としての社会権が生まれました。従って社会権はむしろ、市民の自由な活動を実質的に保障するために、国家の作為（政策に基づく法律や制度の創設）を要求する権利という形で構成されています。

　　

人種、女性、子ども等の人権条約をはじめとする国際人権法の枠組みでは、特に1990年代からは自由権と社会権は相互に依存し補完し合う関係として考えていくことが定着しています。この点は、障害者の権利条約においても「すべての人権及び基本的自由の普遍性、不可分性、相互依存性及び相互関連性、並びに障害のある人に対してすべての人権及び基本的自由の差別のない完全な享有を保障する必要性を再確認し、」（前文（c））と述べられています。

ここで留意しなければならない重要なことは、（障害をもつ人の）「基本的自由」に関する権利の実現は、差別を即時的になくすことによって具体的に担保されるという点です。

日々の生活の中で、障害をもつ市民がひとりの市民として、自由に移動したり、建物等を利用したり、住みたいところに居住する、または希望する教育を受け、働く場を求め実際に働く場合等に、障害に基づく制限や排除・分離・拒否等により不利益な取扱いを受けること、またはサービスを提供する事業者が障害をもつ市民に対して必要なサービスを提供しようとするときに、サービスを受ける当事者の障害の種別や特性に応じた必要な変更や調整を行わなかったために権利を確保できなかった場合（「合理的配慮」が提供されない）など、このような障害に基づく差別を即時的に少なくとも短期間のうちになくしていく仕組みがつくられなければ、障害をもつ市民が一般市民と比べて平等に生活することそのものが脅かされ、その不利益な状態が放置され、さらに拡大してしまうことになります。

障害をもつ市民がひとりの市民として生活していく上で、欠かすことができない権利（基本的自由）を実現するためには、障害に基づく差別を即時的になくしていくことが強く要請され、その仕組みとしての差別禁止法が必要になってきます。

一方で、社会権（介助等の福祉サービス、所得保障、まちづくりの基盤整備等）の特質は、国や自治体の政策による法律や制度によって担保する点にあり、その政策を実施するうえでは、どうしても一定の時間と費用（予算）がかかるため、「漸進的な実施」という要素が伴います。

自由権と社会権ではそうした性質の違いがありつつも、社会全体が目指す障害者の権利に対する方向性においては統一されなければなりません。基本的な自由権の枠組みでの法体系に位置づく差別禁止法も、社会権のあり方とは無関係ではなく、むしろ、（社会権のあり方に）影響を与えるものでなければなりません。

このような特質を踏まえた考え方にたつ差別禁止法としての「障害者市民案」は、基本的自由権を実現する枠組みの中で立案することが要請されていることになります。

９．社会権に基づく個別法との関係をどのように考えるか

　差別禁止法の主な役割は、①「障害に基づく差別」の具体的内容を明らかにすること、②障害に基づく差別によって不利益な取扱いを受けたときには、侵害された権利の救済をできるだけ速やかに行うことです。この①と②を行うときの判断の根拠になることを、社会の構成員の共通のルールとして法律で定めることになります。

それでは、差別禁止法と社会権の対象範囲である介助等の福祉サービス、所得保障、情報の利用やまちづくり等の条件整備または環境整備等との関係は、どのようになるのでしょうか？

次の場合を考えてみましょう。

「必要な時間の介助サービスを受けられないことによって夜間の介助者が中々つけられない、お風呂にも満足に入れないという劣悪な状態がつづいている。」

ここで、問題となっている介助サービスは、自由権というより社会権の範疇の問題として考えられています。行政のサービスによって、人としての最低限度の生活が保障されるという仕組みの中での問題とされているわけです。サービスを受けるには、当該のサービスを利用している当事者が居住する市町村が、生活上のニーズを支援するための必要な予算措置と支給決定を行うことが前提となります。

このように、行政が予算を使ってサービスを提供する場合には、行政の裁量という問題（どの程度の障害に対して、どの程度のサービスを提供するか）があります。しかし、いかなる裁量もできるということであれば、そもそもそういう制度を作った意味が問われることになります。そこで、このような裁量の幅をいかに制限し、当事者のニーズに沿った支給にするかが、大きな問題です。

この問題について、差別禁止という側面から、どういうことが言えるのか、本来的には社会権の問題であるだけに、困難な問題があります。

この問題を考えるうえで、「地域で生活する権利」ということが、重要な役割を果たします。このような権利がこれまで基本的人権として意識されてきませんでした。しかし、これが権利であることは、障害をもつ人の権利条約でも認められました。このような権利が存在することを前提に考えると、行政はこの権利が保障されるように、介助サービスを提供することが求められることになり、その点からみていくと、他の人の生活と比較して、それと異なる劣悪な状態を放置するのは権利侵害とも言えます。

このような視点から差別の問題に引き直して考えると、そもそも制度の大枠として一般の人がお風呂に入る程度の回数が保障されないような制度設計自体が、制度の不備または欠陥による体系的差別の状態を呈しているとは言えます。

したがって、差別禁止法の側からは、そこで問題となる権利の存在を明確にし、その権利における差別を許さないとすることで、社会保障制度の大枠を限定し、まずもって、基本的人権を侵害しないような制度であることを要求することになります。そのような意味で、個別事案の解決に即座に役立つというわけではありませんが、制度のベースを引き上げて、無制限な裁量権の行使を制限する基礎的な提起の役目を果たすと言えるでしょう。

先に上げた問題事案との関係では、社会権の範囲にある現行の障害者自立支援法で定められている介助サービスの支給決定そのものは、現状では、利用者からの「聞き取り・意向調査」「認定審査会での審査と判断」等の手続きにそって支給決定が行われ、利用者が納得できない場合には同法の不服申し立て制度を使うことになります。

しかし、実際には国や都道府県からの負担金は、障害程度区分ごとの国庫負担基準によって算定される仕組みとなっており、事実上、国庫負担基準を上限にした支給決定をしている自治体が増えてきています。そのために、必要なサービスを得られない、それどころか、これまで認められていたサービスすら後退するという事態も生じています。

10．差別禁止法に期待される役割

前項に紹介した事案に直面した場合には、利用者は差別禁止法に基づく一連の権利救済の手続きを定めた仕組みにより「障害に基づく差別」の具体的内容と争点を明確にし、権利救済を求めて訴えることになります。しかし、それでも問題が解決できないときには裁判になりますが（※）、そこでは、先ほどのべた基本的人権たる「地域で生活する権利」や差別の禁止の趣旨が問われることになります。

そして、この主張が裁判による判決も含めて認定されたとき、世論の後押しも力になって、現行の自立支援法の大幅な改正につながり、さらには権利性を明記した社会サービス法の制定の可能性が生まれるということができます。

このように差別禁止法とサービス法がそれぞれにカバーする守備範囲は、自由権と社会権の枠組みの違いによって、おのずと住み分けされることになります。差別禁止法が有効に活用され、それがもたらす効果によって、結果として社会権の範囲にある介助等の福祉サービス、所得保障、情報の利用やまちづくり等の予算措置をはじめとする条件整備または環境整備等の最低限を画し、さらに、充実した社会保障への「橋渡し」の役割を果たしていくことも差別禁止法に期待されているということが言えるでしょう。

（※）救済手続における訴訟援助については、「障害者市民案」の第４編第２章を参照。

以上
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